
 

平成３０年４月２日 

株式会社 栃木銀行 

お客さま各位 

 

「相続サポートセンター」の開設について 

 

平素は、格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。 

さて、株式会社栃木銀行（頭取 黒本 淳之介）は、相続手続に関するお

客さまの利便性向上を図るため、平成 30年 4月 2日より「相続サポートセ

ンター」を開設しましたので、お知らせいたします。 

「相続サポートセンター」には、相続手続を専門に取扱う担当者を配置

し、お客さまの相続手続に関するご相談へのアドバイスや迅速な相続手続

を行います。 

当行では、今後もお客さまのニーズに対応したサービスの提供に努めて

まいります。 

記 

 

１．受付開始日 

平成３０年４月２日（月） 

２．対象となるお客さま 

   ご預金のみのお取引をいただいていた被相続人のお手続が対象です。 

   ※総合口座の貸越取引は対象に含みます。 

※お借入、公共債、投資信託、外貨預金、貸金庫のお取引をいただいていた被相続

人のお手続は相続サポートセンターから営業店に取次ぎさせていただきます。 

３．「相続サポートセンター」のご案内 

フリーダイヤル 

０１２０－８６－１０７９ 

（受付時間）平日：９：００～１７：００ 

※銀行休業日はご利用いただけません。 

※「相続サポートセンター」専用フリーダイヤルにご連絡いただいた後、

お手続は郵送により行うことが可能です。（一部お取扱できない場合があ

ります。） 

以上 


